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役員報酬等に係る支給基準の公表（認定法第20条第2項による） 

 

別表（役員の報酬額等） 

区分 報酬額 摘要 

常勤役員等 

月額報酬 

会長 

40,000円 

副会長 

10,000円 

専務理事 

250,000円～265,000円 

専務理事以外の業務執行

理事 

240,000円～255,000円 

1)常勤役員が職員を兼ねる場合は、月額

報酬は40,000円とする。 

2)常勤役員が満60歳を迎えた年度の翌年

度の4月から年金支給開始年齢に到達す

るまでの間は、月額報酬に5万円を加算し

て支払う。但し、常勤役員が職員を兼ね

る場合を除く。 

3)特別手当は6月及び12月の2回に分けて

同額を支払う。但し、会長は12月とする。

常勤役員が職員を兼ねる場合は支払わな

い。計算には加算額は含まない。 

常勤役員等 

特別手当 

会長 

40,000円 

専務理事及び専務理事以

外の業務執行理事 

月額報酬の4.5か月分を上

回らない額とする。 

非常勤役員 

手当（日額） 

監事 

20,000円 

監査会に出席した場合 

 

 


